
■問い合わせ先
国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所

副所長 岡本 慎二

（担当）道路管理第二課長 中尾 真也

電話番号 （０８３５）２２－１７８５（代表）

降雪等の影響により、一般国道２号の山口市江崎～下関市松屋町の上下線を１
月２４日０時から通行止めとしておりましたが、通行の安全を確認したため

通行止めを解除しました。

解除時間：令和８年１月２４日（土）３時３０分

令和８年１月２４日
３時３０分現在

山口河川国道事務所ホームページ https://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/

国土交通省中国地方整備局

山口河川国道事務所

大雪関連情報

資料提供先
山口県政記者クラブ
山 口 県 政 記 者 会
山口県政滝町クラブ

事業について詳しくはホーム
ページをご覧ください。

最新情報などを配信しています。

FacebookX(旧Twitter) YouTubeInstagram

事業説明動画を配信しています。

一般国道２号（山口市江崎～下関市松屋東町）の
大雪による通行止め解除について（終報）

や ま ぐ ち え ざ き しものせき まつやひがしまち

【広報担当】 計画課長 中岡 浩太

なかお しんや

おかもと しんじ

なかおか こうた

○降雪状況によっては、新たな通行止めが生じる可能性がありますので、最新の気象情報や
交通情報等に注意して、ご通行下さい。

○やむを得ず外出される場合は、燃料を満タンにして、冬用タイヤの確実な装着、タイヤチェー
ンの携行、スコップや砂等の冬用装備の携行をお願いします。併せて、水や食料などを用意し
て車両の滞留に巻き込まれた際の準備をお願いします。

○降雪時は冬用タイヤだけでは立ち往生する場合がありますので、早めのタイヤチェーン装着
の徹底をお願いします。

○積雪・凍結道路での冬用タイヤやタイヤチェーンといった滑り止めの措置をとらない運転は危
険であり、法令違反となります。



一般国道２号(山口市江崎～下関市松屋東町)の
通行止め解除 概要

路 線 名：一般国道２号
規 制 箇 所：山口県山口市江崎～下関市松屋東町
規 制 内 容：全面通行止め解除
解 除 理 由：通行の安全を確認したため
実 施 日 時：令和８年１月２４日 ３時３０分解除

別紙－１
や ま ぐ ち え ざ き しものせき まつやひがしまち

至 下関市

出典：国土地理院ホームページ電子国土webをもとに山口河川国道事務所作成

至 山口市

全面通行止め箇所

通行止め区間

迂回路

全面通行止め区間


